
 

年年度末サプライヤー通信
エクソンモービルコーポレーション サプライヤー各位

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社では、当社及び当社の関係会社の業務慣行全般について、徹底的な見直しを定期的に実施して

います。この継続的な見直しの一環として、エクソンモービルが求める基本要求事項について、当

社と共に、又はエクソンモービルのために物品やサービスを提供するサプライヤーの皆様とのコミ

ュニケーションをとることが極めて大切であると考えています。

当社は、⾧年にわたり培ってきた『倫理規定』（ ）及び『業務遂行基準』（

）に定められるその他の原則に従って、最高水準の業務を遂行することを目的

として運営しております。つきましては、サプライヤーの皆様におかれましても同様の水準に従っ

て業務を遂行されるようにお願い致します。当社の行動基準は、安全、契約発注、各個人の業務上

の行動、適用される全ての法令の遵守、十分な内部統制及び全取引の適切な記録・報告を網羅して

います。

また、エクソンモービル及びサプライヤーの皆様には、すべての適用法令を遵守することが求めら

れます。さらに、財務上のすべての決済、報告書および請求書は、当社とサプライヤーの皆様との

取引内容を正確に反映するものであることが必須となります。当社が基本要求事項としてサプライ

ヤーの皆様に求める事項は、以下のとおりです。

 米国及び当社が運営しているその他各国における腐敗行為防止法、独占禁止法及び貿易法を

遵守すること。

 エクソンモービルの社員の中に、適用法令又は「腐敗行為防止法、独占禁止法及び貿易法に

関する方針」（ ）をはじめとするエクソンモ

ービルの各方針に違反する行為を、サプライヤーの皆様に対して求める権限を有する者が一

切存在しないこと。

 エクソンモービルの従業員及びサプライヤーの皆様の中に、エクソンモービルの事業又は業

務を遂行するにあたり、政府機関の職員、代理人若しくは仲介者、民間企業又は個人に対し

て、ファシリテーションペイメントを含む不適切な支払を行う権限を与えられているものが

一切存在しないこと。

贈答品や接待などに関する方針

 
本書面では、「当社」、「当社の」、及び「エクソンモービル」という用語を、便宜上、エクソンモービルコ

ーポレーション又はその直接若しくは間接管理下にある関係会社（複数可）を含む意味で用いております。



 

当社におけるもう一つの重要な基準として、贈答品や接待などの授受に関する方針が挙げられます。

エクソンモービルと事業を行う者又はエクソンモービルのために事業を行う者は、個々の状況に応

じた適切な判断に基づいて行動することが求められています。不正な便宜を確保する目的で実施さ

れる贈答品や接待などの授受は一切認められていません。

 当社の従業員は、当社と取引を行っている、または取引を希望している個人、企業その他の

団体から、名目的価値を超える贈答品、特別な取り計らい、華美または頻繁な接待を受ける

ことを禁じられています。

 同様に、第三者に贈答品を提供するような状況は、エクソンモービルにおいて通常想定され

ていませんが、サプライヤーの皆様がエクソンモービルの業務を遂行する過程で、例外的に

第三者へ適切な贈答品や接待を提供する場合には、慎重な対応を心掛けてください。

 サプライヤーの皆様は、政府機関の役職員と業務上接触する際、適用される腐敗行為防止法

及び上記エクソンモービルの基本的要求事項を完全に遵守できるよう、十分な対策を講じる

とともに、適切な方針、手続及び内部統制を整備することが求められています。これらの体

制がまだ整備されていない場合は、できるだけ早急にご対応願います。

人権の尊重

エクソンモービルは人権を尊重することを確約しており、サプライヤーの皆様にも同様の確約を求

めております。事業運営、事業慣行及び活動管理の文脈における人権に関して、サプライヤーの皆

様には、以下の主要な国際的な人権保護の枠組みに従って事業活動を行うことが求められています。

 国際労働機関（ ）によって 年に採択された『労働における基本的原則及び権利に関

する宣言』（ ：児童労働と強制労働

及び職場内差別の撲滅、結社の自由の承認、並びに安全且つ健康な労働環境）

 年に国際連合で承認された『ビジネスと人権に関する指導原則』（

）

 



 

生産的な職場環境

エクソンモービルでは、当社の従業員 、契約業者の従業員その他のエクソンモービルの敷地や建

物・施設に立ち入る全ての者にとって安全で、健康かつ生産的な職場環境を提供するよう努めてお

ります。また、サプライヤーの皆様には、安全、防災・保安、衛生及び環境パフォーマンスの継続

的な改善に努めるとともに、適切な運用慣行及び教育を積極的に育成・定着させていくことが求め

られています。更に、サプライヤーの皆様は、アルコール及び薬物に関する管理プログラムを、少

なくとも契約書に規定された要件を満たす形で策定し、適切に運営することが求められています 。

以下に限定されるものではありませんが、契約業者の皆様のプログラムには、次の事項を含める必

要があります。

 契約業者の従業員による（業務時間外を含む）会社敷地内での禁制品（アルコール、医師の

処方なく使用される、又は処方若しくは用法・用量の指示に反して使用される薬物〔例えば、

一部の処方薬、市販薬及び植物薬など〕を含む）の使用、所持、売買、製造、流通、隠匿又

は運搬の禁止。

 （ ）禁制品の検査、梱包、保管、又は注入・摂取・吸入若しくはその他の方法による体内

取り込みを目的として使用若しくは設計された薬物／アルコール関連器具の使用の禁止、及

び（２）アルコール／薬物検査の検体の希釈、置換又は粗悪化、若しくはアルコール／薬物

検査作業の妨害を目的として使用若しくは設計された器具又は物質の使用の禁止。

 契約業者のプログラム又は契約書の別紙に定められたアルコール／薬物に関する要件のいず

れかに違反した契約業者の従業員の業務活動からの除外

 薬物及びアルコールに関連して適用される全ての法令の遵守の確約

エクソンモービルとの契約に含まれる「アルコール及び薬物に関する別紙」に規定されるアルコー

ル及び薬物の検査パネル（スクリーニング及び確定検査のカットオフ値を含む）について、以下の

事項を遵守すること。

 契約書に含まれる『アルコール及び薬物に関する別紙』において、アルコール及び薬物検査

が少なくとも米国連邦運輸省（ ）の検査パネルに準拠することが要求されている場

合、１）米国連邦運輸省の薬物検査パネルの基準を満たす検査パネル、２）米国連邦運輸省

 
、 又は のベン

ダー各社のうち、 とのサービス基本契約書（

）を新規締結されていない方は、該当する既存契約書に定められている薬物とアルコールの要

件をご参照ください。

 

 



 

の検査パネルよりも厳格な検査パネル、又は３）エクソンモービルの薬物検査パネル、のい

ずれかを選択して採用することが認められます。但し、上記検査パネルのいずれかが現地法

により制限される場合は、この限りではありません。

 契約書に含まれる『アルコール及び薬物に関する別紙』において、アルコール及び薬物検査

が少なくともエクソンモービルの検査パネルの基準に準拠することが要求されている場合、

１）エクソンモービルの検査パネル、又は２）エクソンモービルの検査パネルよりも厳格な

検査パネル（スクリーニング及び確認レベルを含む）、のいずれかを採用することが認めら

れます。但し、上記検査パネルのいずれかが現地法により制限される場合は、この限りでは

ありません。

上記の情報は、既存の契約書に記載されている関連する事項の明確化を目的としてのみ提供されてい
るものであり、契約上の新たな義務を発生させるものではありません。本書の英語版において大文字
で始まる用語の意味は、『アルコール及び薬物に関する別紙』に定める定義によるものとします。

物品又はサービスの提供

貴社が米国外に所在する法人であるとしても、世界各国のエクソンモービルの関係会社に物品又は
サービスを提供する際には、米国人との取引が禁止されている事業体、団体、個人又は船舶と関係
を持たないことが不可欠です。 また、米国人による取引が制限されている物品又はサービス、例え
ば米国の包括的制裁の対象国において製造又は産出された物品を、エクソンモービルに提供するこ
とは固く禁じられています。

現在、米国による包括的制裁の対象となっている国・地域には、キューバ、イラン、北朝鮮及びウ
クライナの非政府管理地域が含まれます。また、米国では、米財務省 外国資産管理局による『特別
指定国民・凍結者リスト』（ ；以下「 リ
スト」）に含まれる個人、事業体又は船舶（一人又は複数の特別指定国民が直接的又は間接的に、
単独又は共同で 以上所有する事業体や船舶を含む）に対しても包括的な制裁を科しており、ロ
シア及びベネズエラに対してはより限定的な制裁を科しています。当社では、サプライヤーの皆様
に対し、適用される全ての制裁及び輸出規制（欧州連合、英国その他の関連する制裁及び輸出規制
を含む）を遵守して頂くとともに、 世界各国のエクソンモービル関係会社に物品又はサービスを提
供する際には、制裁対象となっている者との取引、又は米国人が取り扱うことのできない物品若し
くはサービスのエクソンモービルへの供給を行わないようお願いいたします。制裁の対象となって
いる事業体、団体、個人又は船舶についてご不明な点や懸念がある場合は、当該分野に精通した弁
護士にご相談ください。

データの保護

エクソンモービルでは、自社のデータを保護するために多大な資源を投入し、サイバー脅威から自

社のコンピュータネットワークを防御するとともに、適用されるデータ保護法に従い個人情報を適

切に処理するための万全の対策を講じております。



 

本通信は、貴社の管理下にある情報（電子情報及び書面情報を含む）並びに情報システムを、既存

の又は進化し続けるサイバーリスクから保護するために、適切な措置を講じていただくことを当社

の要求事項として明示するものです。貴社には、業界のベストプラクティス及び専門的基準に整合

する適切なデータ保護及びサイバーセキュリティ対策を維持頂くことが要求されています。

万一、エクソンモービルに関連する情報の侵害に気付かれた場合、又はそのおそれが合理的に疑わ

れる場合には、遅滞なく当社にご連絡頂くことが要求されています。エクソンモービルから送信さ

れたと見られる電子メールについて、それが実際に当社から送信されたものであるかに疑念を抱か

れた場合は、当社までご連絡ください。更に、サイバーセキュリティに関する定期的な社員教育を

実施頂くようお願い申し上げます。 その際、「フィッシング」攻撃やその他の不審なメール（添付

ファイルやリンクを含み、コンピュータシステムを危険にさらす可能性のあるもの）への注意喚起

を教育内容に含めて頂くようお願い申し上げます。

世界の至る所で、情報の保護やデータプライバシーに関連する法律が導入され、個人情報を含む各

種情報の収集及び取扱いを規制する国が増えています。こうした法律は、当該情報の収集、保管、

利用及び移転に関して一定の要件を課しており、国境を越える移転や第三者への開示に関する制限

も含まれています。

エクソンモービルでは、従業員、契約業者、ベンダー、顧客及びその他エクソンモービルと取引を行

う第三者の個人情報をはじめ、自社が保有する情報の保護に取り組んでおります。従って、貴社にお

かれましても、当社との契約に基づき取り扱う全てのエクソンモービル関連情報

（個人情報を含む）の安全を確保し、適用される全てのデータ保護又はデータプライバシー関連法令

の遵守を確実にするため、十分な保護措置、方針及び手続を整備し、これを維持頂くことが重要です。

人工知能の利用

サプライヤーの皆様は、契約において明示的に別段の合意がある場合を除き、エクソンモービルの

業務情報又は個人データを、人工知能システムの学習、微調整又は開発の目的で使用してはなりま

せん。この制限は、貴社自身のサプライヤー、下請業者及びサービス提供者にも同様に適用されま

す。また、サプライヤーの皆様は、当社のデータに関連して使用されるいかなる ツール又はサー

ビスについても、契約上の制限、リスク評価及び継続的なモニタリングを含むベンダー管理プロセ

スを通じて適切に管理されるよう、万全を期す責任を負うものとします。いかなる場合においても、

エクソンモービルの情報が開示、誤用又は 学習データセットへの不適切な組み込みを招く形で

システムにさらされることのないよう、十分にご注意ください。

また、競争入札手続において不正に取引を獲得する目的で、機密情報の提供をほのめかしてサプラ

イヤーに近づこうとする違法な情報ブローカーにもご注意ください。このような行為は違法であり、

該当する事案を認識された場合には、速やかにご報告頂きますようお願い申し上げます。



 

また、上記各項に定める当社の基本的要求事項については、貴社の全ての下請業者に周知徹底を図

るとともに、エクソンモービルのプロジェクト又は敷地において業務を行う全ての下請業者に対し、

同様の条件及び義務を課す責任を貴社が負うものとします。

財務データ

最後に、財務データに関しては、全て完全且つ正確に記録するものとし、エクソンモービルに対す

る請求書にはすべて、価格、支払条件その他貴社と当社との契約に定められた条件を正確に反映す

るものとします。当社では、契約及びその他の発注が公正に行われるよう努めております。万一、

これに反するような状況を認識された場合、又はその他の懸念がございましたら、エクソンモービ

ルまでご連絡ください。

また、エクソンモービルの業務遂行基準に対する理解と認識を深めて頂くため、貴社組織内でエク

ソンモービル又はその関係会社と業務上の関わりを有する方々にも本書面を共有し、周知徹底を図

って頂きますようお願い申し上げます。

上記業務遂行基準の適用に関してご質問又はご懸念がある場合は、貴社の地域担当のエクソンモー

ビルコントロールアドバイザーまでお問い合わせください 。

地域―国
コントロール

アドバイザー
電子メールアドレス

非在来型

及び
を含む

非在来型

（下流部門）



 

若しくは、エクソンモービル社「ホットライン」（米国内： 、米国外コレクトコー

ル： ）にお電話頂くことも可能です。

お役立ちリンク：

エクソンモービル「労働及び職場に関する声明」

エクソンモービル「サステナビリティ報告書」

 
法人の独立性に関する通知

エクソンモービルコーポレーションは、多数の関係会社を有し、それらの多くの社名に「エクソンモー

ビル」、「エクソン」、「エッソ」、又は「モービル」を含んでいます。本書面では便宜上及び説明を簡略化

するため、「エクソンモービル」という用語を、エクソンモービルコーポレーショングループ、又は特定

の子会社を指す略称として用いています。かかる用語は便宜上及び簡易化のために使用されるものであり、

報告関係、法人格、又は法人間の関係を示すものでありません。本通信に記載される内容はいずれも、

現地法人の独立性を否定するものではありません。本通信で取り上げられている業務上の関係は、必ずし

も報告関係を表すとは限らず、職務上の指導関係、管理責任（スチュワードシップ）、またはサービス上

の関係を示す場合があります。


